
　　　　　　　　　　　令和5年11月24日

　　　　　　　　　　　教育局博物館

No. 質　問　事　項 回　　答

1

・再開館後も展覧会会期終了後まで 使用でき

るデザインとすること。とありますが、展覧

会会期終了後も年間で使用できるデザインと

いうことでしょうか？

それとも展覧会の会期令和6年5月26日までの

使用でよろしいでしょうか？

・ポスター等印刷物としては、展覧会会期終

了時点（令和6年5月26日）までの掲示を考え

ておりますが、デザインとしては、必要に応

じて加工の上、再開館のPR用として展覧会会

期終了後も使用する可能性は想定しておりま

す。

2

・説明会で配布いただいた（資料5）での広

報例など含め、博物館様側（独自）で今後展

開を予定している広報媒体などはありますで

しょうか（テレビCM など）

・資料４でお示しした博物館から通常ポス

ター・チラシを送付している分や、通例の博

物館だより、博物館ホームページ、博物館公

式X（旧Twitter）以外については、予定して

いる広報先及び広報媒体はございません。

3

・再開館記念祭（展覧会）で掲げている「体

験する展示」というテーマは、展覧会だけで

なく、今後の博物館での展示で共通したテー

マとなるのでしょうか。

・展示資料に関連した「体験」自体は、これ

までも当館プレイミュージアムで提供してき

ておりますので、そうした意味では今後も博

物館におけるテーマの一つになりますが、全

ての展示に該当するものではありません。

4
・企画提案書（A4 判）の様式は、タテ判・ヨ

コ判どちらでも構わないでしょうか。

・A４の大きさでしたら、タテ判でもヨコ判

でも結構です。
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